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(57)【要約】
【課題】内燃機関にて消費される燃料量を従来よりも低
減することが可能な舶用内燃機関の制御装置を提供する
。
【解決手段】内燃機関１の回転数が目標回転数に調整さ
れるように内燃機関の燃焼制御パラメータを変更するガ
バナ装置１０を備えた舶用内燃機関の制御装置において
、所定の回転数範囲内に目標回転数が設定されている場
合、ガバナ装置１０のコントローラ１１は、内燃機関１
の負荷変動時における燃焼制御パラメータの変更を制限
する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関の回転数が目標回転数に調整されるように前記内燃機関の燃焼制御パラメータ
を変更する調速手段を備えた舶用内燃機関の制御方法において、
　所定の回転数範囲内に前記目標回転数が設定されている場合、前記内燃機関の負荷変動
時における前記調速手段による前記燃焼制御パラメータの変更を制限することを特徴とす
る舶用内燃機関の制御方法。
【請求項２】
　前記所定の回転数範囲には、外洋航海時に前記内燃機関に対して設定される目標回転数
の最低値以上であり、かつ前記内燃機関の過回転を防止するために設定された過回転防止
回転数以下の回転数範囲が設定されることを特徴とする請求項１に記載の舶用内燃機関の
制御方法。
【請求項３】
　前記所定の回転数範囲内に前記目標回転数が設定されている場合、前記内燃機関の負荷
変動時における前記調速手段による前記燃焼制御パラメータの変更を禁止することを特徴
とする請求項１又は２に記載の舶用内燃機関の制御方法。
【請求項４】
　前記所定の回転数範囲内に前記目標回転数が設定されている場合、前記内燃機関の負荷
を変動させる外乱のうち所定の周波数よりも高い高周波の外乱に対する前記調速手段によ
る前記燃焼制御パラメータの変更を禁止することを特徴とする請求項１又は２に記載の舶
用内燃機関の制御方法。
【請求項５】
　前記所定の周波数には、前記燃焼制御パラメータが変更されてから前記内燃機関の回転
数が変更後の燃焼制御パラメータに応じて定まる所定回転数に達するまでの応答の時定数
の逆数が設定されることを特徴とする請求項４に記載の舶用内燃機関の制御方法。
【請求項６】
　内燃機関の回転数が目標回転数に調整されるように前記内燃機関の燃焼制御パラメータ
を変更する調速手段を備えた舶用内燃機関の制御装置において、
　所定の回転数範囲内に前記目標回転数が設定されている場合、前記内燃機関の負荷変動
時における前記調速手段による前記燃焼制御パラメータの変更を制限する制限手段を備え
ていることを特徴とする舶用内燃機関の制御装置。
【請求項７】
　前記所定の回転数範囲には、外洋航海時に前記内燃機関に対して設定される目標回転数
の最低値以上であり、かつ前記内燃機関の過回転を防止するために設定された過回転防止
回転数以下の回転数範囲が設定されることを特徴とする請求項６に記載の舶用内燃機関の
制御装置。
【請求項８】
　前記制限手段は、前記内燃機関の負荷変動時における前記調速手段による前記燃焼制御
パラメータの変更を禁止することを特徴とする請求項６又は７に記載の舶用内燃機関の制
御装置。
【請求項９】
　前記制限手段は、前記内燃機関の負荷を変動させる外乱のうち所定の周波数よりも高い
高周波の外乱に対する前記調速手段による前記燃焼制御パラメータの変更を禁止すること
を特徴とする請求項６又は７に記載の舶用内燃機関の制御装置。
【請求項１０】
　前記所定の周波数には、前記燃焼制御パラメータが変更されてから前記内燃機関の回転
数が変更後の燃焼制御パラメータに応じて定まる所定回転数に達するまでの応答の時定数
の逆数が設定されることを特徴とする請求項９に記載の舶用内燃機関の制御装置。
【請求項１１】
　前記内燃機関は、前記内燃機関の気筒内に燃料を噴射する燃料噴射弁と、前記燃料噴射
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弁に燃料を供給するとともに前記燃料噴射弁に供給すべき燃料量を変更可能な燃料噴射ポ
ンプと、をさらに備え、
　前記調速手段は、前記内燃機関の回転数が目標回転数に調整されるように前記燃料噴射
ポンプから前記燃料噴射弁に供給される燃料量を変更し、
　前記制限手段は、前記目標回転数が前記所定の回転数範囲内に設定されている場合、前
記燃料噴射ポンプから前記燃料噴射弁に供給される燃料量の変更を制限することを特徴と
する請求項６～１０のいずれか一項に記載の舶用内燃機関の制御装置。
【請求項１２】
　前記内燃機関は、前記内燃機関の気筒内に燃料を噴射する燃料噴射弁と、前記内燃機関
の運転状態に基づいて前記燃料噴射弁から前記気筒内に噴射すべき燃料量を算出する燃料
量算出手段と、前記燃料量算出手段により算出された燃料量の燃料が前記気筒内に噴射さ
れるように前記燃料噴射弁の動作を制御する動作制御手段と、をさらに備え、
　前記燃料量算出手段は、前記内燃機関の回転数が前記目標回転数に調整されるように燃
料量を算出することによって前記調速手段として機能し、
　前記制限手段は、前記燃料噴射弁から噴射される燃料量の変更が制限されるように前記
燃料噴射弁の動作を制御することを特徴とする請求項６～１０のいずれか一項に記載の舶
用内燃機関の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関の回転数を目標回転数に調整するために燃料噴射量などの内燃機関
の燃焼制御パラメータを変更する調速装置を備えた舶用内燃機関の制御方法及び制御装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に舶用内燃機関には、内燃機関の回転数が操縦者によって設定された目標回転数に
調整されるように燃料噴射量などの燃焼制御パラメータを制御する調速装置、いわゆるガ
バナが設けられている。このような内燃機関の回転数を制御する装置として、例えば機関
の実際の回転数と設定回転数とを比較演算し、この比較演算結果に基づいて燃料ポンプの
ラック位置を調節して内燃機関に供給する燃料噴射量を調節する回転数制御装置が知られ
ている（特許文献１参照）。また、指令回転数と実回転数との偏差に応じて主機関の燃料
供給量を調整する舶用主機関の電子ガバナ装置が知られている（特許文献２参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開平７－２７９７３８号公報
【特許文献２】特開平８－２００１３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　調速装置は内燃機関の回転数を目標回転数に一致させるように燃料供給量などの燃焼制
御パラメータを変更している。一方、状況によっては内燃機関の回転数が目標回転数に対
してある程度変動しても内燃機関の運転の安定性が確保できる可能性がある。このような
状況で目標回転数に一致させる制御を行うと内燃機関の運転状態を無駄に変化させて燃料
が無駄に消費されるおそれがある。
【０００５】
　そこで、本発明は、内燃機関にて消費される燃料量を従来よりも低減することが可能な
舶用内燃機関の制御方法及び制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以下、本発明について説明する。なお、本発明の理解を容易にするために添付図面の参
照符号を括弧書きにて付記するが、それにより本発明が図示の形態に限定されるものでは
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ない。
【０００７】
　本発明の舶用内燃機関の制御方法は、内燃機関（１）の回転数が目標回転数に調整され
るように前記内燃機関の燃焼制御パラメータを変更する調速手段（１０、４０）を備えた
舶用内燃機関の制御方法において、所定の回転数範囲内に前記目標回転数が設定されてい
る場合、前記内燃機関の負荷変動時における前記調速手段による前記燃焼制御パラメータ
の変更を制限することにより、上述した課題を解決する。
【０００８】
　内燃機関の性能を示す値として、燃料消費量を軸出力で割った値、言い換えると単位時
間、単位軸出力当たりに消費される燃料量を示す値である燃料消費率が知られている。燃
料消費率は内燃機関の回転数及び内燃機関のトルクとそれぞれ相関関係を有しており、内
燃機関のトルクの変化が燃料消費率の変化に与える影響よりも内燃機関の回転数の変化が
燃料消費率の変化に与える影響の方が小さい。
【０００９】
　本発明の制御方法では、目標回転数が所定の回転数範囲内に設定されている場合に調速
手段による燃焼制御パラメータの変更を制限する。調速手段による燃焼制御パラメータの
変更を制限した場合、内燃機関のトルク変動を抑えることができるので、燃料消費率の変
動を抑えることができる。一方、燃焼制御パラメータの変更を制限することなく内燃機関
の回転数を目標回転数へと強制的に一致させる場合は、燃焼制御パラメータの変更を制限
した場合と比較して内燃機関のトルク変動が大きくなり、それに応答して燃料消費率の変
動も大きくなる。そのため、燃焼制御パラメータの変更を制限した場合と比較して燃料消
費率が無駄に変動し、燃料消費率が大きくなる頻度が増加する。本発明の制御方法によれ
ば、調速手段による燃焼制御パラメータの変更を制限して燃料消費率の無駄な変動を抑え
ることができるので、無駄な燃料の消費を抑えることができる。従って、従来よりも内燃
機関にて消費される燃料量を低減できる。
【００１０】
　なお、本発明における「制限」の概念には、所定の回転数範囲内に目標回転数が設定さ
れている場合の回転数調整制御の制御効果が、この所定の回転数範囲外に目標回転数が設
定されている場合の回転数調整制御の制御効果よりも弱められるように燃焼制御パラメー
タを変更すること、船舶が受けた外乱のうちの一部の外乱に応答した調速手段による燃焼
制御パラメータの変更を禁止すること、及び調速手段による燃焼制御パラメータの変更を
禁止することのいずれもが含まれる。
【００１１】
　本発明における「外乱」とは、船舶に作用して内燃機関の負荷を変動させる波、風、及
び潮流などのことを指す。
【００１２】
　本発明の制御方法の一形態において、前記所定の回転数範囲には、外洋航海時に前記内
燃機関に対して設定される目標回転数の最低値以上であり、かつ前記内燃機関の過回転を
防止するために設定された過回転防止回転数以下の回転数範囲が設定されてもよい。この
ような回転数範囲では、内燃機関の負荷が変動して内燃機関の回転数がある程度変動して
も内燃機関の運転の安定性が確保できる。
【００１３】
　本発明の制御方法の一形態においては、前記所定の回転数範囲内に前記目標回転数が設
定されている場合、前記内燃機関の負荷変動時における前記調速手段による前記燃焼制御
パラメータの変更を禁止してもよい。このように燃焼制御パラメータの変更を禁止するこ
とにより、内燃機関のトルクの変動をさらに抑制し、燃料消費率の変動をさらに抑制でき
る。そのため、内燃機関にて消費される燃料量をさらに低減できる。
【００１４】
　本発明の制御方法の一形態においては、前記所定の回転数範囲内に前記目標回転数が設
定されている場合、前記内燃機関の負荷を変動させる外乱のうち所定の周波数よりも高い
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高周波の外乱に対する前記調速手段による前記燃焼制御パラメータの変更を禁止してもよ
い。内燃機関の回転数は、燃焼制御パラメータが変更されても変更後の燃焼制御パラメー
タに応じて定まる回転数に直ぐに変化しない。そのため、船舶が受けた外乱のうちの高周
波の外乱、すなわち短い周期の外乱に応答して調速手段が燃焼制御パラメータを変更する
と燃焼制御パラメータが短い周期で変更されるので、調速手段によって燃焼制御パラメー
タが変更されても内燃機関の回転数が変更後の燃焼制御パラメータに応じて定まる回転数
に変化する前にさらに燃焼制御パラメータが変更されることになる。すなわち、調速手段
による燃焼制御パラメータの変更に対して内燃機関の回転数の追従できない。従って、こ
のように燃焼制御パラメータを短い周期で変更させると内燃機関の運転状態を無駄に変動
させるので、燃料が無駄に消費される。この形態では、所定の周波数よりも高周波の外乱
に対する調速手段の応答を禁止するので、内燃機関の運転状態の無駄な変動を抑制して無
駄な燃料の消費を抑えることができる。また、所定の周波数以下の低周波の外乱に対して
調速手段を応答させることにより、内燃機関の回転数を目標回転数に安定に維持すること
ができる。
【００１５】
　この形態において、前記所定の周波数には、前記燃焼制御パラメータが変更されてから
前記内燃機関の回転数が変更後の燃焼制御パラメータに応じて定まる所定回転数に達する
までの応答の時定数の逆数が設定されてもよい。このように所定の周波数を設定すること
により、内燃機関の回転数が所定回転数に達する前に燃焼制御パラメータが変更される無
駄な調速手段の応答を禁止できる。
【００１６】
　本発明の舶用内燃機関の制御装置は、内燃機関（１）の回転数が目標回転数に調整され
るように前記内燃機関の燃焼制御パラメータを変更する調速手段（１０、４０）を備えた
舶用内燃機関の制御装置において、所定の回転数範囲内に前記目標回転数が設定されてい
る場合、前記内燃機関の負荷変動時における前記調速手段による前記燃焼制御パラメータ
の変更を制限する制限手段（１１、４０）を備えていることにより、上述した課題を解決
する。
【００１７】
　本発明の舶用内燃機関の制御装置によれば、目標回転数が所定の回転数範囲内に設定さ
れている場合に制限手段が燃焼制御パラメータの変更を制限するので、上述した制御方法
と同様に燃料消費率の無駄な変動を抑えることができる。そのため、無駄な燃料の消費を
抑え、従来よりも内燃機関にて消費される燃料量を低減できる。
【００１８】
　本発明の制御装置の一形態において、前記所定の回転数範囲には、外洋航海時に前記内
燃機関に対して設定される目標回転数の最低値以上であり、かつ前記内燃機関の過回転を
防止するために設定された過回転防止回転数以下の回転数範囲が設定されてもよい。この
場合、燃焼制御パラメータの変更を制限しても内燃機関の運転の安定性が確保できる。
【００１９】
　本発明の制御装置の一形態において、前記制限手段は、前記内燃機関の負荷変動時にお
ける前記調速手段による前記燃焼制御パラメータの変更を禁止してもよい。この場合、燃
料消費率の変動をさらに抑制できるので、内燃機関で消費される燃料量をさらに低減でき
る。
【００２０】
　本発明の制御装置に一形態において、前記制限手段は、前記内燃機関の負荷を変動させ
る外乱のうち所定の周波数よりも高い高周波の外乱に対する前記調速手段による前記燃焼
制御パラメータの変更を禁止してもよい。また、この形態において、前記所定の周波数に
は、前記燃焼制御パラメータが変更されてから前記内燃機関の回転数が変更後の燃焼制御
パラメータに応じて定まる所定回転数に達するまでの応答の時定数の逆数が設定されても
よい。この場合、高周波の外乱に対する調速手段の応答を禁止して内燃機関の運転状態の
無駄な変動を抑制できるので、無駄な燃料の消費を抑えることができる。また、低周波の
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外乱に対して調速手段を応答させることにより、内燃機関の回転数を目標回転数に安定に
維持することができる。
【００２１】
　本発明の制御装置の一形態において、前記内燃機関は、前記内燃機関の気筒内に燃料を
噴射する燃料噴射弁と、前記燃料噴射弁に燃料を供給するとともに前記燃料噴射弁に供給
すべき燃料量を変更可能な燃料噴射ポンプ（３）と、をさらに備え、前記調速手段は、前
記内燃機関の回転数が目標回転数に調整されるように前記燃料噴射ポンプから前記燃料噴
射弁に供給される燃料量を変更し、前記制限手段は、前記目標回転数が前記所定の回転数
範囲内に設定されている場合、前記燃料噴射ポンプから前記燃料噴射弁に供給される燃料
量の変更を制限してもよい。このように燃料噴射ポンプから燃料噴射弁に供給される燃料
量の変更を制限することにより、気筒内に供給される燃料量の変動を抑制できるので、内
燃機関のトルク変動を抑制できる。そのため、燃料消費率の無駄な変動を抑えて燃料の消
費量を低減できる。
【００２２】
　本発明の制御装置の一形態において、前記内燃機関は、前記内燃機関の気筒内に燃料を
噴射する燃料噴射弁（３０）と、前記内燃機関の運転状態に基づいて前記燃料噴射弁から
前記気筒内に噴射すべき燃料量を算出する燃料量算出手段（４０）と、前記燃料量算出手
段により算出された燃料量の燃料が前記気筒内に噴射されるように前記燃料噴射弁の動作
を制御する動作制御手段（４０）と、をさらに備え、前記燃料量算出手段は、前記内燃機
関の回転数が前記目標回転数に調整されるように燃料量を算出することによって前記調速
手段として機能し、前記制限手段は、前記燃料噴射弁から噴射される燃料量の変更が制限
されるように前記燃料噴射弁の動作を制御してもよい。このように燃料噴射弁から噴射さ
れる燃料量の変更を制限することにより、内燃機関のトルク変動を抑えることができるの
で、燃料消費率の無駄な変動を抑えることができる。そのため、従来よりも内燃機関にて
消費される燃料量を低減できる。
【発明の効果】
【００２３】
　以上に説明したように、本発明によれば、目標回転数が所定の回転数範囲内に設定され
ている場合、調速手段による燃焼制御パラメータの変更を制限するので、内燃機関のトル
ク変動を抑えて燃料消費率の無駄な変動を抑えることができる。そのため、燃料の無駄な
消費を抑制でき、従来よりも内燃機関にて消費される燃料量を低減できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
（第１の形態）
　図１は、本発明の第１の形態に係る制御装置が組み込まれた内燃機関の一例を示してい
る。図１の内燃機関１は船舶に主機関として搭載される多気筒ディーゼルエンジンであり
、その出力軸１ａにはプロペラ２が設けられている。以下、内燃機関１をエンジンと呼ぶ
こともある。エンジン１は、気筒毎に不図示の燃料噴射弁と燃料噴射ポンプ３とを備えて
いる。燃料噴射弁は燃料噴射ポンプ３から供給された燃料の圧力が所定圧以上になると気
筒内に燃料を噴射する周知のものである。燃料噴射ポンプ３は、プランジャバレルの内部
に挿入されたプランジャを往復動させることによって燃料を燃料噴射弁に供給し、プラン
ジャバレルに設けられた燃料排出口とプランジャに形成された斜めの溝との相対位置を変
化させることによって燃料噴射弁に供給する燃料量を変化させることができる周知のもの
である。
【００２５】
　エンジン１には、エンジン１の回転数を目標回転数に調整する調整手段としてのガバナ
装置１０が設けられている。ガバナ装置１０は、コントローラ１１と、アクチュエータ１
２と、コントローラ１１からの出力信号に基づいてアクチュエータ１２を動作させるドラ
イバ１３とを備えている。図１に示したようにアクチュエータ１２は、運動伝達機構１４
を介して各燃料噴射ポンプ３、…、３のプランジャとそれぞれ接続されている。運動伝達
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機構１４は、アクチュエータ１２の運動を各燃料噴射ポンプ３、…、３のプランジャを回
転させる回転運動に変換してこれらのプランジャに伝達する。運動伝達機構１４によって
各燃料噴射ポンプ３、…、３のプランジャに伝達された回転運動は、プランジャを回転さ
せてプランジャバレルの燃料排出口とプランジャの溝との相対位置を変化させる。これに
より、各気筒への燃料供給量が変更される。
【００２６】
　コントローラ１１は、マイクロプロセッサ及びその動作に必要なＲＡＭ、ＲＯＭ等の周
辺機器を含んだコンピュータとして構成される。このようなコントローラ１１としては、
例えば周知のＰＩＤコントローラが設けられる。コントローラ１１には、エンジン１の回
転数に対応した信号を出力する回転数センサ２１、各気筒に吸入される空気の圧力に対応
した信号を出力する吸気圧センサ２２などが接続されている。なお、これらのセンサの他
にも種々のセンサがコントローラ１１に接続されているが、それらの図示は省略した。ま
た、コントローラ１１には目標回転数を設定するためのスロットル２３、及びガバナ装置
１０による回転数調整の実行（オン）又は禁止（オフ）を切り替える切替スイッチ２４が
接続されており、操縦者はこれらスロットル２３及び切替スイッチ２４を操作してコント
ローラ１１に指令を入力する。
【００２７】
　ガバナ装置１０による回転数調整方法について説明する。コントローラ１１は、回転数
センサ２１の出力信号に基づいて実際のエンジン１の回転数（以下、実回転数と略称する
こともある。）を検出し、この検出した実回転数とスロットル２３にて設定された目標回
転数との差を算出する。次に算出した差に基づいて実回転数と目標回転数が一致するよう
に各気筒に供給すべき燃料量を算出し、その算出した燃料量が燃料噴射ポンプ３から燃料
噴射弁に供給されるようにドライバ１３を介してアクチュエータ１２を動作させて各燃料
噴射ポンプ３のプランジャを回転させる。このようにガバナ装置１０は、実回転数を目標
回転数に調整するべく各気筒内に供給される燃料量を変更する。
【００２８】
　図２は、コントローラ１１が実回転数を目標回転数に一致させる回転数調整の要否を判
断するべく実行するガバナ制御ルーチンを示している。図２の制御ルーチンは、エンジン
１の運転中に所定の周期で繰り返し実行される。
【００２９】
　図２の制御ルーチンにおいてコントローラ１１は、まずステップＳ１１で目標回転数が
所定の回転数範囲内の回転数か否か判断する。所定の回転数範囲としては、エンジン１が
搭載された船舶が外洋を航海するときに目標回転数として設定される回転数の最低値（以
下、航海時最低回転数と略称することもある。）以上であり、かつエンジン１の過回転を
防止するために予め設定された過回転防止回転数以下の回転数範囲が設定される。エンジ
ン１の回転数が過回転防止回転数より高い場合は、エンジン１の回転数を速やかに過回転
防止回転数以下に下げる必要があるため調速手段が必要となる。一方、航海時最低回転数
未満の回転数では、各気筒に供給すべき燃料量が少なくなるため、実回転数を目標回転数
に調整するための制御を禁止すると、エンジン１の運転状態が不安定になり易い。そこで
、所定の回転数範囲として航海時最低回転数以上であり、かつ過回転防止回転数以下の回
転数範囲を設定する。この回転数範囲であれば、内燃機関の負荷が変動して内燃機関の回
転数がある程度変動しても内燃機関の運転の安定性が確保できる。
【００３０】
　目標回転数が所定の回転数範囲内と判断した場合はステップＳ１２に進み、コントロー
ラ１１は切替スイッチ２４が禁止（オフ）に切り替えられていることを含む所定のガバナ
オフ条件が成立しているか否か判断する。所定のガバナオフ条件は、切替スイッチ２４が
禁止に切り替えられている他に、例えば今回の制御ルーチンが実行されるまでの所定期間
（例えば１０分間）における実回転数の平均と目標回転数との差が予め設定した許容範囲
内の場合に成立していると判断される。操縦者は、例えば波の高さやエンジン１が搭載さ
れた船舶の航行状態などに基づいて切替スイッチ２４をオンにするか否か判断する。なお
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、コントローラ１１に接続された複数のセンサによってコントローラ１１が船舶の航行状
態、波の高さなどに基づいて操縦者が判断する内容を判断可能な場合は、切替スイッチ２
４を設けなくてもよい。所定のガバナオフ条件が成立していると判断した場合はステップ
Ｓ１３に進み、コントローラ１１はアクチュエータ１２の状態を前回この制御ルーチンを
実行したときの状態に維持して回転数の調整を禁止する。その後、今回の制御ルーチンを
終了する。
【００３１】
　一方、ステップＳ１１で否定判断した場合、又はステップＳ１２で否定判断した場合は
ステップＳ１４に進み、コントローラ１１は実回転数を目標回転数に調整するべく各気筒
内に供給される燃料量が変更されるようにドライバ１３を介してアクチュエータ１２を動
作させる。その後、今回の制御ルーチンを終了する。
【００３２】
　図３は、エンジン１におけるエンジン１の回転数及びエンジン１のトルクと燃料消費率
との関係の一例を示している。図３に示したようにエンジン１の燃料消費率は、領域Ｓに
おいて最も小さく、その領域Ｓよりも外側に離れるほど大きくなる。そのため、燃料消費
率が領域Ｓに近い領域に変化するようにエンジン１の運転状態を調整することにより、燃
料の消費量を低減できる。ガバナ装置１０による回転数調整が禁止された場合、アクチュ
エータ１２の状態が保持されるので、エンジン１の各気筒に供給される燃料量が所定量に
固定される。そのため、各気筒の燃焼圧力をほぼ一定にし、内燃機関のトルクの変動を抑
制できる。なお、この場合、回転数調整が禁止されるので、エンジン１の回転数は回転数
調整を実行した場合と比較して大きく変動する。図３の矢印Ａはこのように回転数調整を
禁止した場合におけるエンジン１の運転状態の変動の一例を示している。
【００３３】
　一方、ガバナ装置１０による回転数調整が実行された場合、エンジン１の回転数はほぼ
一定に調整されるが、この回転数調整を実行するために各気筒に供給する燃料量を変化さ
せるので、エンジン１のトルクが変動する。そのため、この場合におけるエンジン１の運
転状態は、図３に矢印Ｂで一例を示したような変動を示す。
【００３４】
　回転数調整を実行した場合は、図３に矢印Ｂで示したようにエンジン１の運転状態が図
３の縦方向に大きく変動するため、燃料消費率が無駄に変動する。一方、回転数調整を禁
止した場合、図３に矢印Ａで示したようにエンジン１の運転状態は図３の横方向に大きく
変動するが、図３の縦方向への変動を抑えることができるので、燃料消費率の変動を抑え
ることができる。
【００３５】
　本発明の第１の形態に係る制御装置では、目標回転数が所定の回転数範囲内に設定され
ている場合に回転数調整を禁止するので、この場合の燃料消費率の無駄な変動を抑えるこ
とができる。そのため、エンジン１にて消費される燃料量を低減できる。なお、図２の制
御ルーチンを実行し、目標回転数が所定の回転数範囲内に設定されている場合に回転数調
整を禁止することにより、コントローラ１１が本発明の制限手段として機能する。
【００３６】
（第２の形態）
　次に図４を参照して本発明の第２の形態に係る制御装置について説明する。この形態で
は、コントローラ１１が第１の形態の図２の代わりに図４に示したガバナ制御ルーチンを
実行する点が異なる。また、この形態では、コントローラ１１が実回転数と目標回転数と
の差に対してＰＩＤ制御を行い、そのＰＩＤ制御の出力をアクチュエータ１２の動作を制
御する信号として使用することによって回転数調整が行われる。これらを除き、第２の形
態は第１の形態と同一の構成を有しているので、同一構成についての重複する説明を省略
する。
【００３７】
　第２の形態においてコントローラ１１は、アクチュエータ１２の動作を制御する制御モ
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ードとして通常ＰＩＤ制御モードと制限ＰＩＤ制御モードとを有している。周知のように
ＰＩＤ制御では、偏差に対する比例動作（Ｐ動作）、積分動作（Ｉ動作）、微分動作（Ｄ
動作）の各動作の働きの強さをそれぞれ適宜設定することによって制御特性を変化させる
。通常ＰＩＤ制御モードでは、船舶に作用してエンジン１の負荷を変動させる外乱に対し
てガバナ装置１０が応答するようにＰ動作、Ｉ動作、Ｄ動作の各動作の働きがそれぞれ設
定される。なお、通常ＰＩＤ制御モードにおける各動作の働き強さは、船舶用エンジンの
ガバナ装置に対して一般的に使用される周知の設定方法に基づいてそれぞれ設定すればよ
いため、ここでの詳細な説明は省略する。
【００３８】
　一方、制限ＰＩＤ制御モードでは、通常ＰＩＤ制御モードと比較してＩ動作の働きの強
さが強くなり、かつＤ動作が殆ど働かないように各動作の働きの強さがそれぞれ設定され
る。また、Ｐ動作の働きの強さは、通常ＰＩＤ制御モードよりも小さく設定される。ＰＩ
Ｄ制御では、Ｉ動作の働きを強くすることによって周期の短い高周波の外乱に対する制御
ゲインを小さくするとともに周期の長い低周波の外乱に対する制御ゲインを大きくできる
ので、高周波の外乱に対する応答を小さく又は禁止することができる。そのため、このよ
うに各動作の働きの強さをそれぞれ設定することにより、制限ＰＩＤ制御モードでは、所
定の周波数よりも周期の短い高周波の外乱に対するガバナ装置１０の応答を禁止できる。
所定の周波数としては、例えばガバナ装置１０によって燃料噴射量が変更されてからエン
ジン１の回転数が変更後の燃料噴射量によって定まる所定の回転数に変化するまでの応答
の時定数Ｔの逆数が設定される。この時定数Ｔは、エンジン１の動作特性及びアクチュエ
ータ１２の動作特性によって変化する。そのため、制限ＰＩＤ制御モードにおける各動作
の働きの強さを設定する方法としては、例えば本発明を適用するエンジン１及びアクチュ
エータ１２を使用して予め実験を行い、その実験結果に基づいて各動作の働きの強さを決
定する。また、例えばシミュレーション又は数値計算などを行い、その結果に基づいて各
動作の働きの強さを決定してもよい。
【００３９】
　図４の制御ルーチンを説明する。図４の制御ルーチンは、コントローラ１１によってエ
ンジン１の運転中に所定の周期で繰り返し実行される。なお、図４において図２と同一の
処理には同一の参照符号を付して説明を省略する。図４のガバナ制御ルーチンでは、ステ
ップＳ１３の代わりにステップＳ２１が、ステップＳ１４の代わりにステップＳ２２がそ
れぞれ設けられる。そのため、ステップＳ１１が肯定判断され、かつステップＳ１２が肯
定判断された場合は、ステップＳ２１の処理が実行される。ステップＳ２１では、アクチ
ュエータ１２の制御モードを制限ＰＩＤ制御モードに切り替える。すなわち、所定の周波
数よりも高い周波数の外乱に対するガバナ装置１０の応答を禁止する。その後、今回の制
御ルーチンを終了する。
【００４０】
　一方、ステップＳ１１が否定判断された場合、又はステップＳ１２が否定判断された場
合はステップＳ２２の処理が実行される。ステップＳ２２では、アクチュエータ１２の制
御モードを通常ＰＩＤ制御モードに切り替える。その後、今回の制御ルーチンを終了する
。
【００４１】
　第２の形態では、目標回転数が所定の回転数範囲内に設定されている場合、アクチュエ
ータ１２の制御モードを制限ＰＩＤ制御モードに切り替えるので、所定の周波数よりも高
い高周波の外乱に対するガバナ装置１０の応答を禁止できる。このような高周波の外乱に
対してガバナ装置１０が応答するとエンジン１の回転数が所定回転数に安定する時間より
も短い周期で燃料噴射量が変更される。このように短い周期で燃料噴射量が変更されても
、この燃料噴射量の変更に対してエンジン１の回転数が追従できないため、内燃機関の運
転状態が無駄に変動して燃料が無駄に消費される。この形態では、高周波の外乱に対する
ガバナ装置１０の応答を禁止するので、燃料の無駄な消費を防止できる。そのため、エン
ジン１にて消費される燃料量を低減できる。
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【００４２】
　なお、高周波の外乱に対するガバナ装置１０の応答を禁止する方法は、Ｐ動作、Ｉ動作
、Ｄ動作の各動作の働きの強さを変える方法に限定されない。例えば、目標回転数が所定
の回転数範囲内に設定されている場合は、回転数センサ２１の出力信号に所定の周波数よ
りも高周波の変動がカットされるフィルタをかけ、そのフィルタにて高周波の変動がカッ
トされた出力信号に基づいてコントローラ１１にてアクチュエータ１２の動作を制御する
。この場合でも、所定の周波数よりも高周波の外乱に対するガバナ装置１０の応答を禁止
できる。
【００４３】
　図５を参照して本発明の制御装置のさらに他の形態について説明する。なお、図５にお
いて図１と共通の部分には同一の符号を付して説明を省略する。図５のエンジン１では、
内部に設けられた電磁石を動作又は停止させることによって弁体を移動させて気筒内への
燃料噴射を制御する燃料噴射弁としてのインジェクタ３０が各気筒にそれぞれ設けられ、
これら各インジェクタ３０の動作がエンジンコントロールシステム４０にて直接制御され
る点が上述した形態と異なる。図１に示したように各インジェクタ３０は高圧の燃料を蓄
えるコモンレール３１にそれぞれ接続されている。なお、図示は省略したが、コモンレー
ル３１には燃料タンクから汲み上げられ高圧ポンプにて加圧された燃料が供給される。す
なわち、図４のエンジン１にはいわゆるコモンレール式燃料噴射システムが設けられてい
る。なお、この燃料噴射システムは、周知のコモンレール式燃料噴射システムと同様でよ
いため、詳細な説明を省略する。エンジンコントロールシステム４０は、マイクロプロセ
ッサ及びその動作に必要なＲＡＭ、ＲＯＭ等の周辺機器を含んだコンピュータとして構成
される。
【００４４】
　次に、この形態における燃料噴射量の制御方法について説明する。この形態では、まず
エンジンコントロールシステム４０が回転数センサ２１の出力信号などに基づいて実回転
数などのエンジン１の運転状態を取得する。次にエンジンコントロールシステム４０は、
取得したエンジン１の運転状態に基づき、実回転数が目標回転数に調整されるように各気
筒に供給すべき燃料量を算出する。その後、エンジンコントロールシステム４０は、各気
筒内に適切な時期に算出した燃料量の燃料が噴射されるように各インジェクタ３０の動作
を制御する。このように燃料噴射量を算出するとともに、各インジェクタ３０の動作をそ
れぞれ制御することにより、エンジンコントロールシステム４０が本発明の燃料量算出手
段、動作制御手段及び調速手段として機能する。
【００４５】
　この形態においても、エンジンコントロールシステム４０にて図２のガバナ制御ルーチ
ンが所定の周期で繰り返し実行される。なお、この形態では、図２のステップＳ１３にお
いてエンジンコントロールシステム４０が各インジェクタ３０から各気筒内に供給される
燃料量が前回気筒内に供給した燃料量と同じ値に維持されるように各インジェクタ３０の
動作を制御することによって回転数の調整を禁止する。このように各インジェクタ３０の
動作を制御することにより、エンジンコントロールシステム４０が本発明の制限手段とし
て機能する。
【００４６】
　このようにコモンレール式燃料噴射システムを備えたエンジン１においても、目標回転
数が所定の回転数範囲内に設定されている場合に回転数調整を禁止するので、この場合の
燃料消費率の無駄な変動を抑えることができる。そのため、エンジン１にて消費される燃
料量を低減できる。
【００４７】
　また、図５のエンジン１においてエンジンコントロールシステム４０が各インジェクタ
３０から噴射する燃料量の制御をＰＩＤ制御で行っている場合は、エンジンコントロール
システム４０が図４の制御ルーチンを実行して各インジェクタ３０の動作を制御してもよ
い。このように各インジェクタ３０から噴射する燃料量の制御特性を切り替えることによ
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ため、エンジン１にて消費される燃料量を低減できる。
【００４８】
　本発明は、上述した各形態に限定されることなく、種々の形態にて実施してよい。例え
ば、目標回転数が所定の回転数範囲内に設定されている場合、ガバナ装置による回転数調
整を禁止するのではなく、ガバナ装置による回転数調整を制限してもよい。回転数調整の
制限は、例えば実回転数が目標回転数を中心として設定した許容範囲外に変化した場合に
のみ回転数調整が実行されるようにガバナ装置を制御して行う。すなわち、許容範囲内の
回転数変動であれば、その変動を許容することによって回転数調整を制限する。また、例
えば各気筒に供給する燃料量を算出するときに前回算出した燃料供給量と今回算出した燃
料供給量との差が回転数調整の制限をしていないときよりも小さくなるように、燃料供給
量を算出することによって行う。このようにガバナ装置による回転数調整を制限しても、
エンジンのトルク変動を抑制できるので、燃料消費率の無駄な変動を抑制できる。そのた
め、エンジンにて消費される燃料量を低減できる。
【００４９】
　ガバナ装置によって変更される燃焼制御パラメータは燃料供給量に限定されない。本発
明は、例えば吸入空気量を調整して実回転数を調整するガバナ装置を備えた内燃機関に適
用してもよい。
【００５０】
　所定の回転数範囲は、上述した各形態にて設定した回転数範囲に限定されない。目標回
転数を低く設定し、実回転数を低い回転数に維持させる場合、各気筒に供給すべき燃料量
が少ないため、実回転数を目標回転数に調整するための制御を禁止するとエンジンの運転
状態が不安定になり易い。一方、目標回転数を高く設定し、実回転数を高い回転数に維持
させる場合は、各気筒に供給すべき燃料量が多くなるため、この場合も回転数を調整する
制御を禁止するとエンジンの運転状態が不安定になり易い。そこで、所定の回転数範囲に
は、このようなエンジンの高回転域及び低回転域にそれぞれ存在する運転不安定領域に挟
まれた運転安定領域の回転数範囲を設定してもよい。このような回転数範囲においてもエ
ンジンの運転の安定性が確保できる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の第１の形態に係る制御装置が組み込まれた内燃機関の一例を示す図。
【図２】コントローラが実行するガバナ制御ルーチンを示すフローチャート。
【図３】図１のエンジンの回転数及びトルクと燃料消費率との関係の一例を示す図。
【図４】本発明の第２の形態に係る制御装置が実行するガバナ制御ルーチンを示すフロー
チャート。
【図５】本発明の他の形態に係る制御装置が組み込まれた内燃機関の一例を示す図。
【符号の説明】
【００５２】
　１　内燃機関
　３　燃料噴射ポンプ
　１０　ガバナ装置（調速手段）
　１１　コントローラ（制限手段）
　３０　インジェクタ（燃料噴射弁）
　４０　エンジンコントロールシステム（燃料量算出手段、動作制御手段、調速手段、制
限手段）
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